
宇部市中心市街地における建築促進助成金交付要綱を廃止する要綱 

 

制定 令和５年３月２７日 

 

 宇部市中心市街地における建築促進助成金交付要綱は、廃止する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和４年度中に、廃止前の宇部市中心市街地における建築促進助成金交付要綱の規定

により助成金の交付決定を受けた者について、助成金の申請や交付の方法その他の取扱

いについては、この要綱の施行後も、なお従前の例による。 


